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1．調査の背景及び目的 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容器包装リサイクル

法」という。）は、消費者、市町村、事業者の適切な役割分担の下、一般廃棄物の容積比約

6 割を占める容器包装廃棄物のリサイクルを推進する仕組みとして、一般廃棄物の減量及び

資源の有効な利用の確保に機能している。 

本調査は、平成 28 年 5 月に取りまとめられた容器包装リサイクル法の施行状況の評価・

点検に関する報告書を踏まえ、再商品化（容器包装リサイクル法第 11 条、第 12 条、第 13

条）義務履行が必要と考えられる事業者に対する法の広報活動や義務履行の働きかけ、容器

包装廃棄物の排出抑制措置（容器包装リサイクル法第 7 条の 6）に係る現状分析等を行い、

容器包装リサイクル法の効率的な運用や改善に資する視座を得ることを目的とする。 

 

2．調査概要 

2.1 再商品化義務履行状況調査（特定事業者該当性調査）のための事業者リストの整備 

再商品化義務履行が必要と考えられる特定事業者の要件への該当性を確認するアンケート

調査を実施するため、平成 27 年度地球温暖化問題等対策調査（容器包装リサイクル推進調査

＜再商品化義務履行状況に関する調査＞）を踏まえ、新規の事業者リスト（500 社）を整備し

た。 

また、新規の事業者リストの整備にあたり、外部より事業者リストを購入し、既存データと

の重複がないようにし、新規の事業者リストは一定条件を満たす事業者とした。 

 

2.2 再商品化義務履行状況調査（特定事業者該当性調査） 

特定事業者の該当性を確認するため、容器包装の利用状況や事業規模等を確認するアンケー

ト調査票を作成するとともに、上記 2.1 で整備した事業者リストを踏まえ指導優先順位の高い

者約 100 事業者を対象に、調査票及びパンフレット等を郵送し、アンケート調査を実施した。

なお、アンケート未回答者に対しては電話等により、調査への協力の依頼・督促を行った。 

 

2.3 容器包装廃棄物使用合理化調査 

令和 3 年度に提出された定期報告の情報の入力を行った。さらに、容器包装の使用量、原単

位の推移、5 年平均原単位変化率、取組事項等、事業者全体の傾向について分析を行った。 
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3．調査結果 

3.1 再商品化義務履行状況調査（特定事業者該当性調査）のための事業者リストの整備 

 

（１）目的 

再商品化義務履行が必要と考えられる特定事業者の要件への該当性を確認するアンケート

調査を実施するため、平成 27 年度地球温暖化問題等対策調査（容器包装リサイクル推進調査

＜再商品化義務履行状況に関する調査＞）を踏まえ、新規の事業者リスト 500 社を整備し

た。 

 

（２）事業者リストの抽出 

 事業者の抽出は、信頼できる事業者リスト販売会社の保有する事業者データから下記の条

件によって絞り込んだ事業者リストを抽出した。なお、個々の事業者データは、企業基本情

報（商号、〒番号、所在地、電話番号、事業内容、業種）、業績資本情報（売上高、税引後利

益（直近 2期分以上）、従業員数、資本金、親企業）、代表者データ（役職名、氏名）を満た

すこととした。 

 

 

【条件１】 

① 製造業、卸売業、小売業のうち経済産業省が所管する業種（※ア）に属する非上場企業 

② 容器包装リサイクル法の義務履行の対象外となる小規模事業者（※イ）以外の事業者であ

ること 

 

※ア 対象業種 

【製造業】繊維工業、木材・木製品製造業（家具を除く）、家具・装備品製造業、パルプ・

紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチ

ック製品製造業（別掲を除く）、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・

土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生

産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電

気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業 

【卸売業・小売業】各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、建築材料， 鉱物・金属材料等卸

売業、機械器具卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業、各種商品小売業、織物・衣

服・身の回り品小売業、機械器具小売業、家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業、医薬

品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売

業、写真機・時計・眼鏡小売業、無店舗小売業 

 

※イ 製造業等では売上高 2 億 4000 万円以下、かつ、従業員数 20 名以下 

商業、サービス業では売上高 7000 万円以下、かつ、従業員数 5 名以下 
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【条件２】 

 経済産業省提供の 3つの事業者データ及び容器包装リサイクル協会（日本容器包装リサイク

ル協会ホームページ公表データより）の特定事業者データのいずれのデータとも重複しないこ

と。 

 

【条件３】 

①前期と比べて売上が 10％以上増加した事業者 

②条件 2 で提示した事業者の業種を整理し、5社以上の業種を対象業種とすること 

 

【条件４】 

①小売業 200 社、卸売業 150 社、製造業 150 社とする 

②抽出にあたっては売上が大きい方から行うこと 
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3.2 再商品化義務履行状況調査（特定事業者該当性調査） 

再商品化義務履行が必要と考えられる 100 事業者に対して、特定事業者の要件への該当

性を確認するため、アンケート調査を実施した（アンケート調査票を別添資料 2 に示す）。 

アンケート調査票には予め把握している事業者の情報（事業者名、所在地、電話番号、

従業員数、代表者氏名、売上）を印刷したうえ発送した。 

アンケート調査結果は以下に示す。 

 

(1) アンケート実施期間 

アンケート調査票は 1 月 11 日（火）に対象事業者に郵送し、約 2 週間後の 1 月 24 日（月）

を締切日とした。また、アンケートの未回答者に対して、電話により 3 回にわたってアンケ

ート調査票の受領確認及び、調査への協力の依頼・催促を行った。表 3-1 に実施期間を示す。 

 

表 3-1 電話により調査への協力依頼実施期間 

実施回数 実施期間 

第 1 回 1 月 25 日(火) ～ 2 月 4 日(金) 

第 2 回 2 月 7 日(月) ～ 2 月 14 日(月) 

第 3 回 2 月 15 日(火) ～ 2 月 21 日(月) 

 

(2) アンケート回収数 

調査対象である 100 事業者のうち、有効発送数に対する回収率は 74％であった。 

表 3-2 にアンケート回答状況を示す。 

 

表 3-2 アンケート回答状況 

回答状況 件数 割合 備考 

①宛先不明（電話番号不明含む） 3 3%  

②廃業・吸収合併等 3 3%  

③回答拒否 16 16%  

④有効発送数 78 78% 発送数から①～③を引いた件数 

⑤回答件数 59 59%  

⑥未回答 19 19% ④から⑤を引いた件数 

有効発送数に対する回答率 － 76% 発送数に対する回答率は 59％ 

 

(3) 電話による調査票受領確認及び回答依頼結果 

アンケート回収期限までに回答が無かった事業者に対して、電話による調査票の受領確認と回答

依頼を行った。1 回目の電話にて、調査の協力を得るために調査票の受領確認を行うとともに調査の

趣旨を説明したが、「基本的に義務以外のアンケートは断っている」等の理由により、アンケート調査

への回答拒否が 4 事業者あり、2 回目以降の電話は控えることとした。また、受領確認を行った際に不

明と回答した事業者に対して、FAX にて再度に調査票とパンフレットの抜粋を送った。なお、アンケー
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3.2 容器包装廃棄物使用合理化調査 

容器包装リサイクル法第 7 条の 6 に基づき、容器包装多量利用事業者より提出のあった定期

報告の記載内容（容器包装を用いた量や容器包装の使用合理化のために実施した取組等）を

集約し、事業者全体の傾向について整理分析を行った。 

本報告書の項目タイトルおよび文中では容器包装について「使用」と表現し、図および表タイト

ルは定期報告様式に合わせ「用いた量」と表現する。 

プラスチック製買物袋の有料化制度が R2 年 7 月より開始したため、「プラスチック製の買物袋

数量」のうち以下の買物袋の R2 年度使用量は、第一四半期分の集計が正しく反映されていな

い場合がある。 

・厚手のプラスチック製の買物袋 

・海洋生分解性プラスチック製の買物袋 

・バイオマスプラスチック製の買物袋 

 

(1) 定期報告整理台帳の作成 

定期報告書は、提出された年度ごとに、定期報告書に記載されているすべての情報を入力し

た「定期報告整理台帳」を作成しなければならない。このため、R3 年度に事業者が提出した定期

報告書のデータ（R2 実績）を、「定期報告整理台帳」に入力し、R3 年度分（R2 実績）の定期報

告整理台帳を作成した。 

データを入力する際には、過去の個社のデータと R3 年度提出分のデータ（R2 実績）の紐付

けを行い、個社ごとに過年度データと比較を行うことができるようにした。 

 

(2) 容器包装使用量分析 

(1)で作成した定期報告整理台帳をもとに、容器包装の使用量や原単位の推移、5 年平均原

単位変化率、取組事項等、事業者全体の傾向について分析を行った。 

 

１) 定期報告における提出状況 

 H23 年度報告（H22 実績）から R3 年度報告（R2 実績）において、定期報告を提出し

た全事業者の業種割合は、図 3-2 及び表 3-4 のとおりである。 

経年的にみると飲食料品小売業が全体の 60％程度、各種商品小売業は 30％程度で推移

している。織物・衣服・身の回り品小売業は近年 8～9％程度となった。 

 直近の R3 年度報告（R2 実績）においては、提出事業者数が 603 であった。 
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2）容器包装使用量の推移 

 ①提出全事業者 

容器包装の使用量の推移は図 3-4 及び図 3-5 に示すとおりである。 

容器包装全体でみると、図 3-4 のとおり H29 年度報告（H28 実績）までは 40 万トン以下であっ

たが、H30 年度報告（H29 実績）に大きく増加し、その後も増減を繰り返し R3 年度報告（R2 実績）

では約 50 万トンとなった。 

事業者あたりの容器包装使用量の推移は図 3-5 のとおり、H29 年度報告（H28 実績）まで約

500 トンで推移したが、H30 年度報告（H29 実績）より大きく増加し、R3 年度報告（R2 実績）

では最も多く約 830 トンとなった。 

そこで、R3 年度報告（R2 実績）のデータについて、容器包装合計使用量上位 50 事業者

や、容器包装使用量対前年度比上位 50 事業者を抽出し、解析を行った。さらに、容器包装

使用量対前年度比削減率上位 30 事業者を抽出した。 

容器包装使用量が H30 年度報告（H29 実績）以降、40 万トンを超えている原因は、H30

年度報告（H29 実績）から報告を行っている、通信販売事業者の 2 社及び R2 年度報告（R1

実績）のあった飲食料品小売業１社の影響が大きいと考えられる。さらに、R3 年度報告（R2

実績）で初めての報告となった事業者は合計 26 社あり、全体の容器包装使用量増加に影響

があったと考えられる。さらに R3 年度報告（R2 実績）で事業者あたりの容器包装使用量

が増加した要因は、新型コロナウィルス感染症の影響により、テイクアウトの増加や衛生面

の観点等から食品トレーやラップなどの容器包装の使用が増加していることが一因と考え

られる。 

 

 

図 3-4 容器包装を用いた量の推移（H22~R2 実績）【提出全事業者】 
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⑤容器包装使用の合理化事例 

定期報告制度では、「（第７表）容器包装使用の合理化」（自由記述）にて、事業者が取り組ん

でいる容器包装使用の削減に向けた取組みを記載することになっている。 

何らかの合理化の取組みを行っている事業者は 574 事業者であり、全提出事業者（603 事業

者）の大半を占めた。 

令和 2 年 7 月にプラスチック製買物袋の有料化制度が開始されたことを受け、本年度の定期

報告書から新たに「消費者によるプラスチック製の買物袋の排出抑制」の取組みが追加された。

消費者へのプラスチック製買物袋の有償による提供を行っている事業者は 403 事業者であっ

た。その他、定期報告書に合わせ、「消費者による排出抑制促進」、「自らの過剰使用の抑制」、

「情報の提供」ごとの取組について整理した。取組み内容を図 3-26 及び表 3-13 に示す。 

取組み内容は、店頭での情報の提供が最も多く 396 事業者、次いで、容器の適正寸法が 369

事業者、容器の薄肉化・軽量化と消費者への意識確認が同数で 354 事業者であった。 

なお、事業者による取組みは複数あり、ひとつの事業者が適切寸や簡易包装に向けた取組み

を複数行っている場合もあるが、ここでは事業者数で集計を行った。 
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図 3-26 容器包装使用の合理化についての取組事業者数 

 

表 3-13 容器包装使用の合理化事例（574 事例） 

■消費者によるプラスチック製の買物袋の排出抑制 

〇有償化の取組み（403 事業者） 

・レジ袋の有償販売実施とともに、マイバック・マイバスケットの利用を促進することで

来客者と一緒に環境保護活動を推進。 

・2009 年よりレジ袋有料化を実施、消費者に対して資源活用促進ポスター設置や、レジで

の買物袋持参を促進。 

・マイバックの利用促進をはかり、レジ袋を１枚五円及び三円で有料販売を実施。 
 

■消費者による排出抑制促進 

〇意思確認（354 事業者） 

・金銭授受時に購入者へレジ袋が必要か確認し、前年度に引続きレジ袋削減の促進を強化。 

・書籍購入者には紙製の包装後、プラスチック製包装を行っていたが、購入数が少なく且つ

重量が軽いものは紙製の包装のみで良いか確認し排出抑制を実施。 

・店頭・レジ横に「レジ袋不要カード」を設置しレジ袋不要者の意思確認。等 

〇買物袋の提供（269 事業者） 

・商品購入によるプレゼントとしてエコバッグ等を提供。 

・消費者に何度も繰り返し利用して貰えるよう、ブランドとしてのデザインや品質の付加価

値を高めた。等 

〇有償（209 事業者） 

・紙製手提げ袋はレジ袋有料化の対象外だが有料化とし使用量の抑制を促進。 

・買物袋以外の風呂敷や紙袋も都度、来客者に必要の有無を確認し、必要な場合は有償で販

売を実施。等 

〇景品（68 事業者） 

・紙袋が不要の場合には、エコポイントとして 2 ポイント(2 円相当）を付与。 

69%, 396件

17%, 98件

16%, 92件

26%, 148件

0件 50件 100件 150件 200件 250件 300件 350件 400件 450件

店頭で掲示

取組内容の冊子配布

容器包装への表示

その他

情報の提供



28 
 

・マイバッグ持参の来客者にはメンバーズクラブのポイントをエコポイントとして付与。 

・店頭で景品としてマイバッグの配布を実施。等 

〇その他（112 事業者） 

・商品配送時の送料有料化により、まとめ注文の促進を継続。 

・中元・歳暮期のエコ包装推奨。等 
 

■自らの過剰使用の抑制 

〇適切寸法（369 事業者） 

・商品サイズに合わせた容器包装提供の指導（年 1 回）。 

・レジ袋は大中小の 3 サイズを揃え、商品にあったサイズを使用。 

・包装材のリサイズを行い、販売品(CD・DVD・書籍等）のサイズに合った容器包装に変更。

等 

〇薄肉軽量（354 事業者） 

・2014 年度からレジ袋の厚さを薄くして軽量化を実施。レジ袋のサイズによって厚みを変

え、小袋はさらなる軽量化を実施。 

・食品トレー素材の薄肉化・巻ポリ・平ポリの薄肉化やサイズ変更。 

・宅配サービスに用いる段ボール箱は、軽量化した商品に取り扱いを変更。等 

〇簡易包装（353 事業者） 

・ギフト商品の空間容積を減らし、容器のコンパクト化、軽量化を図った。 

・自宅で使用する品物については、簡易包装を推奨。 

・レジ精算の際、買上げ品によっては「買上テープ」を貼付することで精算済みを確認。等 

〇量り売り（126 事業者） 

・食品（主に総菜）の量り売りを実施。 

・お茶、惣菜、米、肉類などで商品の量り売りを実施。等 

〇その他（93 事業者） 

・物流センターでの配送用包装作業に、キャラメル包装機・シュリンクフィルム包装機など

を導入し、既存の紙製容器包装の使用抑制を実施。 

・各店の用度品ストックの定数管理や、適正な発注の実践による使用及び、廃棄の抑制を実

施。等 
 

■情報の提供 

〇店頭（396 事業者） 

・「エコバッグキャンペーン」ポスターを店内に掲示し、店内放送で利用推進の呼びかけを

実施。 

・店頭で「レジ袋有料化実施中」の POP、ポスターを掲示。等 

・レジ袋削減に取り組んでいる旨の店内アナウンス CM を放送し、来客者にレジ袋削減への

協力を呼びかけ実施。等 

〇冊子等（98 事業者） 

・中元・歳暮の冊子での簡易包装への呼びかけ。 
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・レジ袋辞退率（マイバック持参）やリサイクルの取組みをホームページや冊子などで周知。

等 

〇表示（92 事業者） 

・バイオマス由来原料を 25%以上使用したプラスチック製袋である旨を当該袋に表示。 

・各種紙製袋に市の雑がみリサイクル推進ロゴを印刷。 

・紙手提げ袋の側面に「FSC マーク」・「リサイクルマーク」を明記。等 

〇その他（148 事業者） 

・リユース容器の推進を含めた環境配慮の取組についてホームページや店頭のコミュニケー

ションを目的としたボードで来客者に対する情報共有、啓発を推進。 

・宅配事業の顧客に配布する冊子で容器回収の協力について普及活動を実施。 

・店舗責任者会議、研修等で消費者に容器包装、持ち帰り削減についての説明を実施。消費

者へスムーズに声掛けができるような教育を実施。等 

※上記事例は事業者の定期報告書の記載内容を転記した。 

 

⑥地方公共団体との連携事例 

定期報告制度では、容器包装廃棄物の排出抑制に取り組んだ事項について、選択式及び自由

記述にて記載することとなっている。自由記述では、レジ袋削減や各種協議会の開催等、地方

自治体と事業者が連携して排出抑制に取り組んでいる事例がみられた。 

そこで、定期報告の「（第 7 表）判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組」及び「（第

8 表）その他の合理化実施取組み」において、何かしら地方自治体との取組みを行っている事

業者を抽出するとともに、どのような取組みがなされているかについて、図 3-27 及び表 3-14

のとおり整理した。何らかの地方自治体との取組みを行っている事業者は 150 事業者であっ

た。内訳としては、キャンペーンへの参加が 40 事業者と最も多く、次いで地域の協議会等へ

の参加 35 事業者、協定締結が 30 事業者、広報活動が 28 事業者、その他（報告、寄付等）が

23 事業者、であった。なお、事業者による自治体との取組みは複数あり、1 事業者が複数自治

体と実施する取組みもあるが、ここでは事業者数で集計した。 

 
図 3-27 地方公共団体との連携内容についての取組事業者数（N=150） 

40件

35件

30件

28件

23件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件 45件

キャンペーンへの参加

地域の協議会への参加

協定の締結

広報活動

その他

地方公共団体との連携 N=150
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表 3-14 地方公共団体との連携事例 

■キャンペーンへの参加（40 事業者） 

・県や市が実施するグリーン購入の促進・マイバック普及キャンペーンに協力。 

・市の「ごみ減らそうデー店頭キャンペーン」に協力し、年 1 回店頭キャンペーンを実施。 

・市民団体、行政等と連携し、店頭にてリサイクルキャンペーンやレジ袋持参運動啓発活動

を実施。等 

■地域の協議会等への参加（35 事業者） 

・県のノーレジ袋推進連絡協議会に加盟し、レジ袋の無料配布中止（有料化）の取組みに参

加。 

・県レジ袋削減委員会の委員として会議等に参加。同委員会に協力頂きポスターの作成及び

マイバッグでの購入推進を実施。 

・レジ袋削減推進協議会で県、市町村、消費者団体、事業者で情報交換、審議を実施。等 

■協定の締結（30 事業者） 

・レジ袋削減に係る地方行政との協定などを締結し、継続的にキャンペーンなどを実施。 

・市・消費者団体・市内商店と協定を結び、「レジ袋無料配布取止め」について実施。 

・県と「レジ袋削減推進協定」を締結し、実績報告やアンケートを実施。等 

■広報活動での協力（28 事業者） 

・当社加入団体が配布するレジ袋削減チラシ等を各店舗で配布。 

・市レジ袋削減推進協議会のチラシでマイバックの推進等の広報を実施。 

・県が実施しているマイバッグキャンペーンに参加し、専用のポスターを掲示。来客者への

周知活動を行い県と連携を図った。等 

■その他（報告、寄付等）（23 事業者） 

・各自治体からの要請に基づきレジ袋使用概況確認書を作成、提出。 

・県とのレジ袋削減協定を締結し、他社取り組み紹介の情報を収集。レジ袋メーカーと定期

的な情報交換を実施。 

・市によるリサイクル調査に協力。 

・有料レジ袋の収益金を各県及び市町に寄付し環境保全に活用。等 

※上記事例は事業者の定期報告書の記載内容を転記した。 
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２) プラスチック製買物袋有料化の効果分析及び感染症の影響等の分析 

プラスチック製買物袋の有料化の効果を分析するために、R3 年度報告（R2 実績）と R2

年度報告（R1 実績）のプラスチック製の容器包装の使用量を比較した。令和 2 年には新型

コロナウィルス感染症が拡大した影響もあるため、プラスチック製の容器包装の使用量の

減少が、有料化の効果によるものか、新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少

したものなのか使用量だけの判断では不明瞭である。そのため、売上あたりの使用量（原

単位）からも比較することとした。使用量の増減上位、下位 20 社について原単位を売上と

している事業者について整理した。 

プラスチック製買物袋の使用量が増加した業種には飲食料品小売業が多く、使用量が減

少した業種にはスーパー等の各種商品小売業が多い傾向がみられる。飲食料品小売業は新

型コロナウィルス感染症が拡大した影響により、テイクアウトが増加した結果使用量が増

加したことが想定される。なお、プラスチック製買物袋の使用量が増加した飲食店小売業

のヒアリング結果では、今までのプラスチック製買物袋からバイオマスプラスチック製買

物袋に素材を変え無料で配布している。一方、スーパー等の各種商品小売業はプラスチッ

ク製買物袋の有料化の開始により使用量が減少したものと考えられる。 

また、プラスチック製買物袋の有料化制度開始の効果及び新型コロナウィルス感染症の

影響等を把握するために、上記の一部事業者にヒアリングを行った。合わせて定期報告書で

「その他の容器包装」について使用量の多い事業者に内容について補足的に確認を行った。 

 

①プラスチック製買物袋の使用量が増加した事業者 
・業種 飲食料品小売業 飲食料品小売業 飲食料品小売業 
・使用開始年度 プラスチック製買物袋はか

なり前から使用。2020 年 7
月からバイオマスプラスチ

ック製買物袋に変更。 

プラスチック製買物袋はかな

り前から使用。2020 年 7 月か

らバイオマスプラスチック製

買物袋に変更。 

プラスチック製買物袋はかな

り前から使用。バイオマス含

有量 25％は 2020 年 5 月から

使用。 
・有料化実施 未実施 未実施 未実施 
・使用量の増加の

理由（法改正、コロ

ナの影響など） 

コロナ禍でテイクアウト、デ

リバリーが増加したため。 
テイクアウトの増加、今回か

らフランチャイズ分を入れた

ことも要因。 

コロナ禍で持ち帰りとデリバ

リー需要が増加したため。 

・その素材を使用

するメリット、デ

メリット 

バイオマスプラスチック

20％含有のプラスチック製

買物袋を使用。バイオマスプ

ラスチック製買物袋はコス

ト高だが環境配慮をPRでき

る点はメリット。 

コストがアップした点がデメ

リット。 
持ち帰る際に、容器の蓋が外

れ中身がこぼれないように、

容器サイズに合わせた袋を設

定しており、汁物等も取り扱

うため、プラスチック素材の

袋で対応。 
・今後の予定（使い

続けるか、他の素

材も検討している

か） 

継続だが、他の素材も検討。 石灰質入りの袋をごみ袋用に

検討している。その他、過剰包

装、厚さ現在 0.17mm（もっと

薄めに）を検討。 

継続 

・国への要望 特になし プラスチック製買物袋を有料

化にするなら一律有料化にし

て欲しい。基準を後出しにさ

れても対応できない。今回の

プラ新法もバイオマスプラス

チック含有率 25％でよいの

か、10％でもよいのか基準が

不明瞭。そもそもバイオマス

プラスチックが良いか不明。 

プラスチック問題について

は、提供（使用）事業者への取

組強化ではなく、廃棄物処理

（不法投棄）させない仕組み

（公共のごみ箱の設置回収

や、収集事業者への指導強化

と捨てる側（消費者）への啓蒙

に力を注いで欲しい。 
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②プラスチック製買物袋の使用量が減少した事業者 
・業種 各種商品小売業 各種商品小売業 
・有料化開始年度  2020 年 4 月 2007 年（1 店舗）、2014 年（全店舗）、ただし

食品関連のプラスチック製買物袋のみ。法改正

で衣料品のプラスチック製買物袋も有料化とし

た。 
・使用量の減少理由

（法改正、コロナの

影響など）  

プラスチック製買物袋の有料化の法改

正の効果のため。 
プラスチック製買物袋の有料化の法改正の効果

のため。（それまでは食品関連のプラスチック製

買物袋辞退率は 70％程度であったが、法改正に

より衣料品のプラスチック製買物袋を含め辞退

率は 90％以上となった。） 
・その素材を使用す

るメリット、デメリ

ット  

環境配慮をアピールした 一部生分解性のプラスチック製買物袋を使用し

ていたが、法改正により通常のプラスチック製

買物袋にした。（改正前から環境配慮の視点から

プラスチック製買物袋の有料化を実施） 
・今後の予定（使い

続けるか、他の素材

も検討しているか）  

継続 継続 

・国への要望  特になし 特になし 
・その他 法改正の流れを受け、法改正前の 4 月

からプラスチック製買物袋の有料化を

実施。それまではプラスチック製買物

袋の辞退者にポイントを付与していた

が辞め、有料化にした。また一部の店

舗では生分解性のプラスチック製買物

袋を使用したが、現在は辞めている。 

 

 

③定期報告書（第１表容器包装を用いた量）の厚手・バイオマスプラスチック製買物袋につ

いて、使用量の多い事業者 
・業種 飲食料品小売業 各種商品小売業 医薬品・化粧品・小売業 
・使用開始年度 2015年からバイオマスプラ

スチック製買物袋を使用。

2020 年 7 月からはバイオマ

ス認証マークを追記。 

有料化の法改正以前から使

用。 
以前から生分解性のプラス

チック製買物袋を導入。導

入時は消費者に無料配布と

し、更にポイントを付与。 
有料化の実施 未実施 有料化実施 有料化実施 
・使用を始めたきっかけ、理

由（法改正、コロナの影響な

ど） 

当初は環境配慮、マークを

付けたのは国の制度に準じ

ていることを示すため。ま

たコロナ禍でテイクアウト

需要が高まり、プラスチッ

ク製買物袋の使用枚数は増

加。 

2021 年 3 月に子会社吸収合

併伴いプラスチック製買物

袋を統一、環境配慮のため。 

有料化の法改正により開始

（以前行っていたポイント

制も廃止した）。 

・その素材を使用するメリ

ット、デメリット 
環境配慮を PR 有料化による排出抑制、環

境配慮、デメリットはない。

有料化にしたためコストは

増えていない。 

環境配慮には繋がるがコス

トはアップ。 

・今後の予定（使い続ける

か、他の素材も検討してい

るか） 

継続 継続 継続 

・国への要望  特になし 特にない 特になし 
・これまでのプラスチック

製買物袋から生分解性やバ

イオプラ等に切り替えたこ

とによってコストは増えた

か 

非開示 有料化にしたためコストは

増えていない。 
コストは増えた。 

・プラスチック製買物袋有

料化の対象外のものについ

ては、無料配布でもよいが、

あえて有料で消費者に提供

しているか 

無料で配布 有料で提供 生分解性プラスチック製買

物袋でも環境に良いわけで

はないので、有料化の対象。 
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その他   有料化でプラスチック製買

物袋の配布枚数は減少して

いるが、定期報告で記載し

たプラスチック製買物袋の

使用量は購入量（決算年度

の購入量）のため、年度内に

使用した量とは、ずれが生

じている。店舗数、売上増も

要因。次回の定期報告では

本年度の 3 割程度の減少と

なる見込み。 

 

④定期報告書（第１表容器包装を用いた量）の「その他の容器包装」について、使用量の多

い事業者 

当初ヒアリングで確認する容器包装は、小売業で商品購入時に付す、袋、包装紙などの

容器包装を想定していたが、実際に確認したところ、その他の容器包装には、ガラスびん

や PET ボトル等の商品を容器包装の使用量として報告している事業者があった。 

 
・業種 家電小売り業 
その他の容器包装の内容 LIMEX 
・使用開始年度  2020 年 
・使用を始めたきっかけ、理由（法改

正など） 
法改正 

・その素材を使用するメリット、デメ

リット  
メリット、プラ削減 60％、環境配慮。デメリット、コストアップ、プラス

チックプラスチック製買物袋に比べると強度が劣る。 
・処理について（リサイクルできるも

のか）  
不明 

・どのように新素材を発掘・調達して

いるのか  
環境配慮製品を探していたところ、たまたま上部が LIMEX の開発企業と繋

がりがあったため調達し使用。 
・今後の予定（使い続けるか、他の素

材も検討しているか） 
今後も使用していく予定だが、使用量は減らし、バイオプラや紙の使用を増

やすことも検討。 
・国への要望  特になし 
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別添資料 アンケート調査票 
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1. 定期報告集計結果
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1-1. 定期報告制度の概要

 スーパーやコンビニエンスストアなどの⼩売業者は、容器包装リサイクル法に基づく指定容器包装利⽤事業者として、
H19年４⽉１⽇より、レジ袋等の容器包装の使⽤削減の取り組みを⾏うべきこととされている。

 容器包装多量利⽤事業者に対しては、同法に基づき、容器包装を⽤いた量及び容器包装の使⽤の合理化により容
器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、毎年度、主務⼤⾂に報告（以
下「定期報告」）することが義務づけられている（H19年度以後の年度に係る容器包装の量及び措置の実施の状況
について適⽤）。

 定期報告制度報告対象
報告すべき年度の前年度において⽤いた容器包装（プラスチック製容器包装、紙製容器包装、段ボール製容器包装、
その他の容器包装の合計）の量が50トン以上である以下の⼩売事業者。
 各種商品⼩売業
 織物・⾐服・⾝の回り品⼩売業
 飲⾷料品⼩売業
 ⾃動⾞部分品・附属品⼩売業
 家具・じゅう器・機械器具⼩売業

 医薬品・化粧品⼩売業
 書籍・⽂房具⼩売業
 スポーツ⽤品・がん具・娯楽⽤品・楽器⼩売業
 たばこ・喫煙具専⾨⼩売業

 報告事項
 容器包装を⽤いた量【定期報告様式第１表】 ※
 当該容器包装を⽤いた量と密接な関係を持つ値【第２表】
 容器包装の使⽤原単位【第３表】 ※
 素材毎の容器包装の使⽤原単位の算出⽅法の設定に係

る説明、及び容器包装の使⽤原単位の設定⽅法を変更し
た理由【第４表】

 過去５年度間の容器包装の使⽤原単位の変化状況
【第５表】 ※

 過去５年間で容器包装の使⽤原単位が改善できなかった
場合、⼜は容器包装の使⽤原単位が前年度に⽐べ改善で
きなかった場合、その理由【第６表】

 判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組【第７表】
 その他の容器包装の使⽤の合理化のために実施した取組

【第８表】

4

※プラスチック製買物袋の有料化制度がR２年７月より開始したため、「プラスチック製の買物袋数量」のうち以下の買物袋の令和２年度使用量は、第一四半期分の
集計が正しく反映されていない場合がある。

・厚手のプラスチック製の買物袋 ・海洋生分解性プラスチック製の買物袋 ・バイオマスプラスチック製の買物袋



























【連続提出事業者】原単位の推移_密接指標別14

14:容器包装の素材別の合計値H22年度の実績値を100として指数化
出所：定期報告制度

 原単位の推移 （密接指標：売上高）  原単位の推移 （密接指標：顧客数）

全容器包装における原単位の推移

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

N(売上高） 151 148 150 148 152 153 158 154 152 161 140
売上高合計
（百万円）

13,072,10612,344,005 12,391,34912,931,154 12,637,35312,717,62511,995,86411,630,543 12,369,083 13,075,480 11,628,577 

N（顧客数） 99 94 97 94 96 94 92 94 84 95 84
顧客数合計
（千人）

2,623,509 2,577,977 2,690,681 2,688,516 2,651,417 2,688,276 2,707,806 2,752,497 2,643,935 2,617,868 2,151,816 

17
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1-8. 定期報告集計結果









2. 事業者による容器包装削減取り組み事例
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 容器包装の使用についての消費者の意思確認
（354事業者）

 繰り返し使用が可能な買い物袋の提供
（269事業者）

18: 事業者独自の取り組みは複数あるが、事業者数を集計している。出所：定期報告制度

• 金銭授受時にお客様へレジ袋が必要か伺い、前年度
に引続きレジ袋削減の促進を強化。

• 書籍購入者には紙製の包装後、プラスチック製包装
を行っていたが、購入数が少なく且つ重量が軽いも
のは紙製の包装のみで良いか確認。

• 店頭・レジ横に「レジ袋不要カード」を設置しレジ
袋不要者の意思確認。等

• 商品購入によるプレゼントとしてエコバッグ等を提供。
• 消費者に何度も繰り返しご利用いただけるよう、ブラ

ンドとしてのデザインや品質の高付加価値を図る。等
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 容器包装の有償による提供（209事業者）

• 紙製手提げ袋はレジ袋有料化の対象ではなかったが
有料化とし使用量の抑制を促進。

• 買物袋以外の風呂敷や紙袋も都度、お客様に必要の
有無を確認し、必要な場合は有償で販売を実施。等

 景品等の提供（68事業者）
• 紙袋が不要の場合には、エコポイントとして2ポイ

ント(2円相当）を付与。
• マイバッグ持参のお客様にはメンバーズクラブのポ

イントをエコポイントとして付与。
• 店頭で景品としてマイバッグの配布を実施。等

 その他（112事業者）

• 商品配送時の送料有料化により、まとめ
注文の促進を継続。

• 中元・歳暮期のエコ包装を推奨。等

2-1. 容器包装使用の合理化事例 （２）消費者による排出抑制促進

「容器包装使⽤の合理化」（第7表）にて、独⾃の削減取り組みを⾏っている574事業者を集計18

2-1. 容器包装使用の合理化事例 （１）消費者によるプラスチック製の買物袋の排出抑制

「容器包装使⽤の合理化」（第7表）にて、独⾃の削減取り組みを⾏っている574事業者を集計18

 有償化の取組み（403事業者）

• レジ袋の有償販売実施とともに、マイバック・マイバスケットの利用を促進することでお客様と一緒に環境保
護活動を推進。

• 2009年よりレジ袋有料化を実施、消費者に対して資源活用促進ポスター設置や、レジでの買物袋持参を促進。
• マイバックの利用促進をはかり、レジ袋を１枚五円及び三円で有料販売。等



2-1. 容器包装使用の合理化事例 （３）自らの過剰使用の抑制

「容器包装使⽤の合理化」（第7表）にて、独⾃の削減取り組みを⾏っている574事業者を集計18

18: 事業者独自の取り組みは複数あるが、事業者数を集計している。出所：定期報告制度
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 適切寸法（369事業者）

• 商品サイズに合わせた容器包装提供の指導（年1
回）。

• レジ袋は大中小の3サイズを揃え、商品にあった
サイズを使用。

• 包装材のリサイズを行い、販売品(CD・DVD・
書籍等）のサイズに合った容器包装を提供。等

 薄肉軽量（354事業者）

• 2014年度からレジ袋の厚さを薄くして軽量化を
実施。レジ袋のサイズによって厚みを変え小袋は
さらなる軽量化を実施。

• 食品トレー素材の薄肉化・巻ポリ・平ポリの薄肉
化やサイズ変更。

• 宅配サービスに用いる段ボール箱は、軽量化した
ものへの切り替えを実施。等

 簡易包装（353事業者）

• ギフト商品の空間容積を減らし、容器のコンパクト
化、軽量化を図る。

• 自宅用のお買い上げ品へは簡易包装のお願い。
• レジ精算の際、買上げ品によっては「買上テープ」

を貼付することで精算済みを確認。等

 量り売り（126事業者）

• 食品（主に総菜）の量り売りを実施。
• お茶、惣菜、米、肉類などで商品の量り売りを実施。等

 その他（93事業者）

• 既存の紙製容器包装の使用抑制等を目的に、物流
センターでの配送用包装作業にキャラメル包装
機・シュリンクフィルム包装機などを導入。

• 容器包装廃棄物の使用の合理化や排出抑制のため、
各店の用度品ストックの定数管理や適正な発注を
実践。等



2-1. 容器包装使用の合理化事例 （４）情報の提供

「容器包装使⽤の合理化」（第7表）にて、独⾃の削減取り組みを⾏っている574事業者を集計18

18: 事業者独自の取り組みは複数あるが、事業者数を集計している。出所：定期報告制度
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 店頭（396事業者）

• 店内での「エコバッグキャンペーン」ポスターの
掲示や、店内放送での呼びかけを実施。

• 店頭において「レジ袋有料化実施中」のPOP、
ポスターの掲示。等

• 中元・歳暮の冊子での簡易包装への呼びかけ。
• レジ袋辞退率（マイバック持参）やリサイクルの

取組みをホームページや冊子などで周知。等

 冊子（98事業者）

 表示（92事業者）

 その他（148事業者）

• バイオマス由来原料を25%以上使用したプラ
スチック製袋である旨を当該袋に表示。

• 各種紙製袋に市の雑がみリサイクル推進ロゴ
を印刷。

• 紙手提げ袋の側面に「FSCマーク」・「リサ
イクルマーク」を明記。等

• リユース容器の推進を含めた環境配慮の取組
についてホームページや店頭のコミュニケー
ションを目的としたボードでお客様に対する
情報共有、啓発を推進。

• 宅配事業のお客様に配布する冊子で容器回収
のご協力について普及活動を実施。

• 店舗責任者会議、研修等で消費者に容器包装、
持ち帰り削減についての説明を実施。消費者
へスムーズに声掛けができるような教育を実
施。等



2-2. 地方公共団体との連携事例

「関係者との連携」（第7表）にて、地⽅⾃治体との取り組みを⾏っている150事業者を集計19

• レジ袋削減に係る地方行政との協定などを締結し、
継続的にキャンペーンなどを実施。

• 市・消費者団体・市内商店と協定を結び、「レジ袋
無料配布取止め」について実施。

• 県と「レジ袋削減推進協定」を締結し、実績報告や
アンケートを実施。 等

 広報活動での協力（28事業者）

 協定の締結（30事業者）

 地域の協議会等への参加（35事業者）

• 県のノーレジ袋推進連絡協議会に加盟し、レジ袋
の無料配布中止（有料化）の取組みに参加。

• 県レジ袋削減委員会の委員として会議等に参加。
同委員会に協力頂きポスターの作成及びマイバッ
グでの購入を推進。

• レジ袋削減推進協議会で県、市町村、消費者団体、
事業者で情報交換、審議を実施。等

• 当社加入団体が配布するレジ袋削減チラシ等を各店舗
で配布。

• 市レジ袋削減推進協議会のチラシでマイバックの推進
等の広報を実施。

• 県が実施しているマイバッグキャンペーンに参加し、
専用のポスターを掲示。お客様への周知活動とともに
県との連携を図る。等

 キャンペーンへの参加（40事業者）

• 県や市が実施するグリーン購入の促進・マイバック
普及キャンペーンに協力。

• 市の「ごみ減らそうデー店頭キャンペーン」に協力
し、年1回店頭キャンペーンを実施。

• 市民団体、行政等と連携し、店頭にてリサイクル
キャンペーンやレジ袋持参運動啓発活動を実施。等

• 各自治体からの要請に基づきレジ袋使用概況確認書
を作成、提出。

• 県とのレジ袋削減協定を締結し、他社取り組み紹介
の情報を収集。レジ袋メーカーと定期的な情報交換
を実施。

• 市によるリサイクル調査に協力。
• 有料レジ袋の収益金を各県及び市町に寄付。等

 その他（制度、寄付、報告等）（23事業者）

19: 事業者による自治体との取り組みは複数あり、また事業者の自治体との取り組みは複数自治体との取り組みがあるが、事業者数を集計している。出所：定期報告制度
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